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議第４０号 

   令和３年度各務原市一般会計補正予算（第４号） 

令和３年度各務原市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88,987千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ53,733,396千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和３年６月４日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

16 国庫支出金 9,136,024 27,950 9,163,974

2 国庫補助金 2,948,655 27,950 2,976,605

17 県支出金 3,672,928 2,525 3,675,453

2 県補助金 1,010,395 2,150 1,012,545

3 委託金 269,498 375 269,873

20 繰入金 6,372,520 30,217 6,402,737

1 基金繰入金 6,372,520 30,217 6,402,737

21 繰越金 850,000 12,595 862,595

1 繰越金 850,000 12,595 862,595

22 諸収入 976,560 1,000 977,560

6 雑入 433,683 1,000 434,683

23 市債 4,298,500 14,700 4,313,200

1 市債 4,298,500 14,700 4,313,200

歳　　入　　合　　計 53,644,409 88,987 53,733,396

款 項 補正予算額 補正後予算額
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

2 総務費 7,274,445 2,150 7,276,595

1 総務管理費 6,141,770 2,150 6,143,920

7 商工費 1,770,590 26,248 1,796,838

1 商工費 1,770,590 26,248 1,796,838

8 土木費 3,900,821 28,997 3,929,818

3 河川費 109,467 0 109,467

4 都市計画費 868,329 28,997 897,326

9 消防費 2,304,444 1,000 2,305,444

1 消防費 2,304,444 1,000 2,305,444

10 教育費 6,464,560 30,592 6,495,152

1 教育総務費 1,043,493 375 1,043,868

2 小学校費 794,672 14,850 809,522

3 中学校費 572,044 15,202 587,246

4 特殊学校費 124,041 165 124,206

歳　　出　　合　　計 53,644,409 88,987 53,733,396
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款 項 補正予算額 補正後予算額
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第２表　債務負担行為補正

（追加） （単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額
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路 線 バ ス 実 証 運 行 事 業 費 補 助 事 業
令 和 ３ 年 度 か ら
令 和 ４ 年 度 ま で

１０,０００
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第３表　地方債補正

（追加）

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

起債の方法

特 別 支 援 学 校
施 設 整 備 事 業

１,６００

普通貸借

又は

証券発行

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。
ただし、市財政
の都合により据
置期間及び償還
期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借り
換えすることが
できる。

ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる資金

について利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率

年5.0％以内
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（変更）

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

起債の目的

585,400

年 5.0％ 年 5.0％

以 内 以 内

1,300

39,900

2,200
排 水 路
改 良 事 業

起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額

589,000
道 路 橋 梁
事 業

千円 千円

街 区 公 園
整 備 事 業

48,500

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率

普通貸借

又は

証券発行

公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。

ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。

普通貸借

又は

証券発行

公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。

ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率
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